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ざるを得ない苦し！,､立場にあっただけに，この委托金配

付を告げる指令には，たとえその総額が同省原案の約

1/３（初年分については１/2）という少額に削られてはい

ても，晴食いものがあったことと想像される，しか

し，この時はただ伺出ることを指令したに過ぎず，後に

触れるような具体的な様式などは指示されていなかっ

た。その上，旬日後には太陽階3)への改暦があったた

め，この委托金配付計画は実施されないまま年を越し

た。

明治６年１月早を，あらためて６年分文部省定額金が

130万円と決定されると，文部省は先の委托金配付計画

をその侭復活し，同月17日には，府県に対して今度は学

区及び学校設置・資金確保等数項目の計画書を提出する

よう指示し，重ねて同月３１日には「官立学校設立伺文

例」というきわめて詳細な雛形を示した。文部省はこの

指令の中で「先般小学広普ノ為扶助金相達候上ハ各府県

二於テ公学校設立可致筈二付……」と述べているが，委

托金配付上の「学校設立ノ蕪礎己二立テ之ヲ渡スモノ

トス」という条件は，この伺文の提出と引換えに委托金

を配付するという形で具体化されたのであった。そして

その半月後の２月12日には「未タ不''1出向モ有之方今教

育事務急要ノ際遅緩相成候テハ不都合二候条追を布達ノ

趣意二照準シ学区々分ノ儀速二取洲可伺出候事」と早速

督促している。

岩手県では，２月１４日付伺で「……右金額は小学設立

之基礎相立候上御下渡可相成御規程二候得共，数百之小

学一時ニ取建候儀は不容易且即今取調中二付不取敢御下

ケ金相願，右を小野善助え相当之利足を以て預ケ置学校

経費ノー分ヲ相補上度,……」と伺出たのであるが,あら

－－－－－－－－
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小学扶助委托金に関する研究（２）

AstudyontheFirstFinancialAidforElementary

SchoolsbyMeijiGovemｍｅｎｔ

太田垣幾也

恥z4yaOｵagzzﾙノ

’

上記のテーマについて，前号では主として当時の政府

財政に視点を置いて述べて承たのであるが,本号では,視

点を地方側に置換えて捉えて承ようとした。

委托金（明治10年２月,小学補助金と改称）制度は,発

足から廃止に至るほぼ９年のあいだ，毎年と言ってl‘､い

程手直しされて1,,るのであるが,一応,明治５年から７年

までを発足期，８年から９年までを浸透期，１０年以後を

変質期に大別することが可能であると考えられるので，

本論文をそれに従ってまとめて承た。また，視点を地方

に置くとしても，鳥耐的に視ることによって焦点のぼけ

るおそれの生じる懸念から，岩手県における委托金使用

の実態と変遷をｃａｓｅstudy的に取上げつつ，同県の例

との比較対象として他府県での例を紹介することとし

た。

１
１

１．発足期における委托金の使途について

明治５年９月初め，ようやく文部省定額金が年額200

万円と定められると，同省は直ちに従来の府県学事金の

廃止を通告する一方，「教育事務所属之官費ハー切当省

二於テ管知致候条来ル10月ヨリ学事二付官金ヲ仰候件々

,､巨細可伺出」ことを指示したのに統いて，第一大学区

督学局の設置')，旧府県(洋)学校を廃止し代りに８大学

区本部毎に中学校を設置する計画の発表2〕など,「学制」

体制発足に伴う一連の措置を総じたのであるが，１１月９

日には,｢学制」頒布の際には示されなかった委托金額に

ついてその総額と府県配付額を発表すると共に，府県に

対して「小学扶助金之目的相立明細取調可伺出候事」と

指令した。文部省としては先に「学制」を頒布した際，

「新二官費二関係致候儀へ即時施行不相成候」と指示せ
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ためて翌３月23日には同県の実情を訴えるとともに「…

…前顕見込ミ蹴末至急御下知被成下，尚委托金之儀モ御

下渡相成候様仕度例テ学区表並学区絵図面其外即今設立

小学経費積共相添此段奉伺候也」と上申して，文部省か

ら承認を得ている。ところでその実情とはどんなであっ

たか。「学制」発足を迎えた地方の実態の一例として同

伺文から引用してみると，次のようである。

当県管内小学設立之義御規則二照準取調候処，管内

人口凡テ309,466人（註，319,466人の誤りか）有之二

付……二中学区二取掘，一番中学区内ヲ小区128二分

チ，二番中学区内ヲ小区68二分チ，１小学毎（註，１

小学区毎:の:誤りか）二小学１ケ所ヲ設立都合196ケ

所，其余ヲ追々私立小学ヲ以テ御規則之数ニ充候見込

二御座候得共，当県之儀土俗僻願人俗頑愚ニシテ素ヨ

リ学問二非ラザレバ開化ノ着手,､無之次第二付昨年７

月太政官御布告儀御省御達之御趣意等彼是和解懇到説

諭仕候得共，山野之村々'､爾今木皮ヲ着ケ唯稗而巳を

食スル位且粗開ケ候場所も１０に８，９は貧雲ヲ極候儀

二付，中稔以テ御趣意貫徹難仕候，猶此上百方尽力今

年何ケ処明年何力処卜漸ヲ以テ小学普及候様取計候心

得二御座候得共，即今之処二ては何分前顕見込之通り

も難至候間先ヅ管内中州町立候場処見立，差向一番中

区之内江小学７ケ処二番中区之内江同６ケ所設立教則

之通授業仕度……

従って，学資金調達もまた具体的な目途の立てようがな

く，「抑最初１小学区毎二１小学設立之経費は村高割又

は人口割二取計候積二候，村高二割合候得ば地子免除或

は田畑所持無之者は出銭可為致様無之，人口二割合候得

ば貧家も富家同様之出銭二相成，去連毎戸之貧富二等差

ヲ附候儀は実際において難行届何れに仕候ても不公平二

候間右ハ不日二地券金高も相定候儀二付地券高に割合而

課出取計候積り二御座候……｣4）と右顧左胸するという

有様であった。先に触れたように，文部省はこの上申に

対して承認を与えたが「但シ小学区含分之儀は人口大略

600人之目的ヲ以テ区分可致.….:」と但書を添えてい

る。この基準に従えば岩手県は５１５の小学区，つまり

515校の小学校を設置せねばならないこととなる。これ

に対して，同県では１小学区の人口数は1,570余人，学

校数196校を考え「其余を追左漉立小学ヲ以テ御規則之

数」にまでもっていこうという一応の計画を持ってはい

るが，「即今之処二ては何分前顕見込之通りも難至」と

いうのが実情であるから，とりあえず13校の小学校を建

てるというのである。515→196→13というこの数字の差

には「学制」発足当初における中央の景気の良い机1-約

第３号１９６４

プラソと地方の現実的プランの差が鮮やかに示されてい

るようである。同年５月頃「当時県にて開校したのは僅

か３校であり，他は仮開校であった」と「遠野小学校・

教育80年」には記されているが，それでも６年分の岩手

県学事報告には小学校数として公立65校，私立34校を記

している。

ところで，府県からの伺文提出は文部省の意図通りに

はなかなか進渉しなかったと承え，同省はその後も「諸

県ニハ今日二至り具状無之……宮城県伺等二微上早々取

調可申出候」(6年３月17日付達)，「此上遅緩今月ヲ過候

向ハ当一期之金額其日割ヲ以テ下渡候……」(３月24日付

達)，「続々相達候処今以テ何等申出無之向モ有之甚等閑

之至二候条至急取調来ル５月31日限り先以テ別紙雛形之

通学区並取締人名可届出候此段相達候也」（４月３０日付

達）などと執勧に府県を督促しているのであるが，これ

らの度重なる指令が,府県側に対して｢学制｣体制の実施

気運をもり上げる役割りを果したと考えられると同時

に，「学制」体制を早急に整えようと躍起になっている

文部省の姿をも見ることができる。「建学ノ旨趣人民教

育ノ方向相定候儀モ最早１Ｆ１モ忽二難致｣5）とする国民

教育制度創設の意図が，先には定額金決定の遅延によ

り，今はまた府県のいわば非協力的態度によって妨まれ

るという事態に遭遇しては，文部省としても躍起になら

ざるを得なかったのであろう。

委托金の配付には，中央では，上記の学区学校設置の

計画書提出と引換えに渡すという条件の外に人口数を配

付額算定の基準とすること，地方では．小学の広普を目

的として学区に配付すること，さらにその使途は「尋常

容易ノ事」に費されてはならないことなどが条件とされ

ていたのであるが，次の岩手県からの伺文は，当時の事

務処理能力では人口数を配付基準にすることが困難であ

ったことと配付される委托金額への強い期待を知る上で

興味あるものである。

先般小学普及之為メ府県江委托之金額男女ヲ不論壱

人９厘之割合ヲ以当凧分2,492円83銭８厘御確定相成

候処，右ハ全ク咋壬申戸籍取調前概数ヲ以御届申上候

人員二因テ御取据相成候儀ト奉存候。然ル処其後戸籍

人員精密調済相成候処319,466人有之候二付ては頓て

壱人９厘之割ヲ以テ金2,875円４厘更二当県定額二御

取据被下置候様当３月９日再応奉願候処分以御下知無

之至急御指令之上御下渡相成候様猶又此段奉願候以上

明治６年６月９円

岩手県７等出仕山下方義

岩手県権参事菅浪武
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小学扶助委托金に羽する研究（２）７１

候｣]O）と恐縮しながら，教員養成に委托金を使うことは

「其生徒（註，伝習生徒のこと）卒業の者を各区小学校

の教員と為す。則管内の小学校は御委托金を以て扶助す

るに可相当……｣''）と述べ，その使用法が，小学普及と

いう委托金配付の意図から決して外れていないと少殉苦

しい解釈をしているようである。

文部省は，６年12月27日，「詮議ノ次第有之追テ相達

候迄ハ従前ノ通り男女共１人二付９厘ノ割ヲ以テ来ル明

治７年１月ヨリ月割ヲ以月々可相渡候……｣と指令した。

岩手県では７年分の委托金2,886円57銭６厘の月額２４０

円54銭８厘を毎月の２３－２５日12）に，また山梨県では，

3,266円76銭の月額272円23銭を毎月の17-25日に受取っ

て！‘,ることが記録'3)されている。この月割配付の理Fl1は

明らかではないが，明治財政史には「明治６年12月各庁

及府県ノ金穀出納順序ヲ定メ大二収支ノ方法麓革セリ。

即チ該規程ニヨレハ官符ノ常額経費ハ年額ヲ12分シ祢月

初二大蔵省ヨリ之ヲ交付シ…･･･｣'‘）という記事が見受け

られることから，多分この措置の影響によるためであろ

う。そうだとすれば，６年１１月，「･…･･今更賛陳候迄モ

無之候得共，教育之儀ハー日相後し候得パ世運一日ノ進

歩ヲ妨ゲ実二当今二於テ緊急要件二有之候処，費用不給

ガ為メ省務挙ラザル様ニテハ学制之趣意徹底不致折角奮

起之民志ヲ挫キ遺憾至極之儀二存候条秀以至急御決相成

度……｣'腸）と右大臣岩倉に対して定額金増額の要求を強

硬に訴えている文部省としては，その増額が認められな

かったぽかりか,常額経費が月割りされて月を交付され，

従って委托金配付もまたそれに従わざるを得ないとあっ

ては，小学普及の推進はもとより府県に対する立場上か

文部省３等出仕田中不二磨殿6〕

つまり，文部省が岩手県に６年分委托金として配付する

金額は同県人口を276,982人とふんでの算定であった。

ところが人口調査の集計が終った正確な県人口数は

,319,466人であるから，配付額もまた，人口数の増加分

42,484人分の額372円16銭６厘を加えた2,875円４厘に訂

正してほしいというのである。金額上の差は４００円足ら

ずであるが，それでも当時の岩手県では，児寵数200人

程度の大規模小学１校の年間経費を賄うに足る金額であ

った。これに対して文部省は「先般届出之人ロヲ以委托

金高相定候二付当１ケ年金額増減之儀は難聞届候事」と

回答しているが，同趣旨の伺文が再度にわたって提出さ

れているのは，前にあげた同県の実怖などを考え合せて

承ると，県側としても放っては置けないものがあったの

であろう。

次に，委托金使途上の条件については府県は如何に対

処したのであろうか。岩手県は，先の３月の伺文に添え

たと思われる「小学設立之数書儀付上申」（上申月日不

明)7)の中で｢学校ノ経費ハ不日地券金高相定候間１小区

限り其金高二割賦シ時宜二寄り生徒之受業料ヲ以テ割賦

ノ現数ヲ減ジ候事……｣とし,委托金は「富豪ノ者二預ケ

侭キ其利息ヲ収メ以テ民力ノ及ザル諸件ヲ相償可申事」

と述べている｡同県からの６年分の学事報告によれば,同

年分の岩手県配付の委托金額は2,492円83銭８厘であっ

たが,そのうち使用されたのは344円73銭余に過ぎず,ほ

とんど全額が翌年に持越されゥ後で述べる学資貸付金の

基金に繰入れられている。隣の水沢県では，「当管内之

儀積年之疲弊金賃甚不融通罷在，諸般之施行何分行届兼

候情態｣であるから,配付される委托金を｢第一諜籍買入

料指向差支候間，今般御下渡分ヲ以ら書籍買入料二相充

管内学区一般二書籍頒布相成生徒之面々読書従事二指支

無之仕度……」（同年４月)8)と伺出，秋田県では「御委

托金は元来小学教育普及のため使用せらるべきも本県は

未だその蔚手に到らざるを以て先ず洋学校の開設経費

に｣9）と伺出て，それぞれ文部省の承認を得ているの

は，委托金の使途が「学制」上の規程にも拘らず，直接

小学広普のためになされていないようであるが，これ

･は，委托金使用上の規程こそ掲げてはふても，実際には

その対象である小学がまだ府県にほとんど整っていない

状況では，文部省としても同規程を墨守するわけにはい

かなかったのであろう。秋田県では，６年10月に教員伝

習所を設け同年後期分の委托金をその伝習学校費に充て

たのであるが，先に洋学校費に委托金を支出したこと

は「共致す所偏飛にして小学普及の御趣意に適せずと存

らいっても由殉しいことであったに相違ない。一方，府

県側にとっても，年額にして１万円に足りない金額(註，

明治７年で最も多額の配付を受けているのは新潟県の

12,000余円であるが,府凧平均額は4,300余円である)'‘)を

12分され月毎に配付されたのでは，委托金としての経済

的効果を充分発揮させることは望めなかったであろう。

岩手県では，７年の委托金もまた６年の使用の方針に

ならい学資貸付金として積立てることを主眼とした。す

なわち,７年分として配付された委托金2,886円57銭６厘

のうち,支出されたのは僅かに８６３円59銭７厘で,残金は

６年分繰越金2,148円余に繰入れられた結果，７年末の委

托金横立額は4,318円23銭３臆（註，残金に前田氏献金

額を含む）となっている17)。この岩手県の状況を，文部

省第２年報に記載された全国集計額と比較してみると次

の通りである。（註，表Ｉ）

この表から，委托金が全国的に視てもかなり未使用の
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7２ 社会学研究科紀要第３号１９６４

表Ｉ明治７年分委托金決算比較表

全国集計

収入

支

項

額(蜂縛懲）
出 額

％

100（414,226円）

4９

残 額’５１

菱目 ％

総支出額 １００(204,505円）

教「､貝給 3７

諸俸給 1５

書籍器械費 2０

建築，営繕'’４借家賃

雑費’２４

(文部省第２年報より作成）

侭残されていることに気づくのであるが,この事実は,学

校貸金の碓保が困難であったという当時の一般事iiljに照

らして,少を意外の感を受ける。文部省第２年報によれば

(第'年報では報告の様式が整っていなかったため委托金

を各府県でいかに使用したかは確然としない)意図的に，

あるいはとりあえず波立てた府県がかなり見受けられ

るのであるが,例えば,神奈川県では「未タ取調中ニテ確
● ● ● ● ● ･ ･ ■ ｡ ｡ ｡ ． . .

然不致学制二照準イタシ人戸へ配賦候テ,､総ノ金額二相

成御扶助ノ功験無之候間先ツ県庁二積慨珊加ノ上碓法相

立致配当積り……｣,島根県では「明治６年御委托金(註，

3,054円余)，内凡1,000円ヲ各校生徒ノ数二割当配賦シ
● ● ● ●●●●･由・・白｡｡｡甲

爾後ハ暫ク県庁二貯岡キ利子増殖ノ方法ヲ設ケ他年学事

進歩ノ機ヲ待チ民力ノ不及ヲ扶助セン-1ヲ目的トス…

…｣，新潟県では「人民ノ情願ニヨリ全数ヲ銀行二預ケ

其利子ヲ収メ必須ノ画餓或ハ講習所ノ斐用二充別二配当

セス｣，福岡県では「従来各区二於テモ規則不張保存ノ

目的立チ難キヲ察シ官二於テ保楢:シ未タ配賦ノ法ヲ設ケ

サルモ先般教則改正以来興学ノ徒モ倍増スルニヨリ官モ

亦共意ヲ懲慰シ御委托金ヲ以テ押籍ヲ購求シ毎校へ分与

シ･…．．」などと報告している（いずれも傍点引用者)１８)。

これらの県は委托金を職立てた府県のうちの主な例であ

るが，県の学事普及の程度などによって秋立ての意図方

法もそれぞれ異っているようである。岩手県の場合は上

述の通りであるが，文部省第２年報には「当符内ノ民俗

岩 手県

項 ％

砦績#郷尋|半型型
残 額’８３

我目｜％

総支出額 100（864円）

訓導・教員絵 2２

学区取締手当’６４

小使給料’５

器械運送費’１

雑 費’７

(岩手県教育史資料第３集より作成）

未開ニシテ嘗テ小学ノ順序等相備不申候二付」とその理

由を述べている。支出費目について，全国集計柵では人

件費，諜鱗器械費，建築営繕残，学校階家費等だ，比率

の上から承てもかなりバラエティに窟んだ支出になって

いるのに対し，岩手県では支出の91％が人件独である。

もっとも同県の場合は，委托金の支出を緊急の批目だけ

におさえて極力学賛貸付金の方へまわしたという永情を

考慮せねばならない。

文部櫛は府県の委托金使用状況を同年報で「府県各共

所出ノ途ヲ殊二セリ，且多塞二到リテモ或ハ交付スル所

ノ金額ヲ消我シ或ハ倣二10分ノ１，２ヲ消費シテ剰与ヲ諮

職スル等処分一轍ナラス，是畢党学制創始ノ際二属シ学

壷支用ノ方法未タ定マラス奪う目下ノ楕状二就テ其宜二

従ヘルヲ以テナリ」と見，同櫛の意向として「要スルニ委

托金ノ拳ダル官儒ノ公税ヲ分割シ去り以テ民力ノ不及ヲ

扶助スルモノナレハ空ク消蛮スヘキニ非ス叉徒二蓄積ス

ヘキニ非ス然リ而シテ該件二於テハ地方学事ノ進度二従

上当二漸ヲ以テ改正ヲ期スヘキモノトス」と述べている‐

が，地方の実‘情に従い「当二潮ヲ以テ改正ヲ期ス」とい

う弾力的な態度を示している点は，「学制」頒布当時の

同省の意気込承と比較して相当に軟化した後が見えるよ

うである。この軟化の要には，先に見てきたように，一

方で定額金の減少が〆他方では地方での障碍が文部省の

委托金配付の意図を意外に強く拒んでいた，という事傭



Ｉ
１
１

小学扶助委托金に関する研究（２）７３

が大きく働いていたものと考えられる。金をもってあてるというケースが一般的であった。この

傾向は，地方で小学普及が図られる際，この両者が緊急

に必要とされ，なお他の代用の許されなかったものであ

ったことを示している。しかし,前にも述べたように,文

部省は委托金のこのような使用法に満足していなかった

のであるが，７年の終り頃からその使用法をさらに規制

しようとしていたと考えられる。例えば７年月10には従

前許可していた学務専任吏員の給料に対する委托金の支

払いを禁止22）し，また同年１２月の水沢県からの「当県

モ較師範学校(註，宮城師範学校のこと)二類似スル小学

教則並予科ヲ加エ伝習所開設仕度｣23〉という伺に対し，

文部符は伝習所の開設を許可しながら「但委托金遣払之

儀ハ追テ可相達儀モ有之候条外二保護ノ途相立候様精を

注意可致事｣と指示を与え,岩手県が８年３月に出した委

托金処分伺に対しても翌４月「委托金避払之儀二付テハ

追テ相達候儀モ有之候二付兼テ可心得居事」と言ってい

ることなどはそれを示している。「追テ可相達儀」が具

体的に何を示しているかは確然としなし､が，明治９年２

月の「小学扶助金ノ儀全国人員分頭ヲ以配布致候処本年

７月ヨリ学令子女人員分頭以可配布候……」という文部

省布達がそうではなかったか。田中不二暦が彼の「教育

瑠談」の中でこの布達を出した理由として「蓋し学令児

童就学の緊要なることを一周適切に覚知せしめんが為な

り｣2‘）と述べてしるのは，文部省自体の委托金に対する

観念が「学制」制定の頃の「務テ民力ノ及ハサル所ヲ助

クルヲ以テ目的トス是故二尋常容易ノ事二使用スヘカラ

ス｣26》とI‘,う観念から，次飾に「児童就学への面接的補

助」へと変化したことを示している。文部省のこうした

動向と並行して，８年から９年にかけて府県では従前学

校資金源として稲立てていた委托金未使用金を，例えば

｢扶助金額ヨリ１/２０ヲ除去シ予備トナス外兼テ伺済ノ通

師範学校教員其他月給諸入費学区取締及巡回訓導月給ノ

幾分井旅費二仕払其余ハ悉併各小学校学令叉ハ就学人員

二割合配付セリ」（明治８年，神奈川県学事報告)，とか

｢筑前豊前ハ総人、二配当シ筑後ハ学令二配当シ各区へ

下ケ……」（明治９年，福岡県学事報告）の示すように

各区あるいは小学校を対象に配付しようとする動きや委

托金使用規則を制定する所が目立ってあらわれてくる。

一例として橡木県の小学扶助金配付規則26）を示すと次

の通りである。

小 学 扶 助 金 配 付 規 則

第１条小学扶助金ハ文部委托ノ旨趣二基キ学区ヲシ

鯉V訂一テ適宜教育ノ旺盛広普ヲ計ラシメンガ為メ左ノ
畠勃 数項ノヌ１１用ヲ除キタル余ハ悉皆各小学区へ配賦

１１．浸透期における委托金の使途について

明治８年１月，文部省は委托金の大巾な増額を発表

し，翌２月には従来の文部省でr〔接交付していた方法を

廃し，地方予金から支払うことを指令した。地方予金と

は，明治７年５月の府県予米金規則によって設けられた

もので，「明治財政史」の述べているところによれば｢府

県二於テ収納シタル米穀金銭ヲ其侭預入レテ自己ノ消我

ニ充テシムルモノニシテ府県経費ノ便宜交付方法｣'9）で

あり，同規則に規程されていた支出費目は常費概費，捕

亡費，官員神官月給，蕪士族家禄賞典米，社寺半祖，共

他予備繰換金であった。従って委托金がこれに加えられ

たのはいわば便乗したという形であろうが，この措置に

よって，阿庫補助金とし､う性格は変らないまでも，府県

補助というニュアンスも加味されることとなった。とも

あれ，この度の増額は，「学制」立案以来大蔵省との接

衝でいつも譲歩の側に立たされていた文部省が新に会計

年度の制定という機にようやく年来の望承をかち得たこ

とを意味し，配付方法の変更は，委托金配付の円滑化

と，それによって，「学制」発足以来強い態度で臨承得

なかった文部省の指導力を回復し民衆に対して「学制」

体制への関心をあらためて換起させることを目論んでと

られた措侭であろう。文部省は委托金増額指令の中で

｢学事益隆礁二赴キ候様締認可致旨相達候事」と述べて

いるが，同年から９年にかけて，多くの府県で地方官に

よる学事糾及を強調した告諭が川ているのは，この文部

省の意図を受けたものであると思われる。こうした諭達

をする一方,委托金増額を機に｢金4,880円余ヲ各小学校

へ配当シ朝旨隆渥ノ恩典アル事ヲ現二目撃セシメテ歓奨

ス」（熊谷県学事報告)20）であるとか，「特旨ヲ以テ歳々

官金ヲ委托セラル殊恩ヲ深ク知ラシメンカ為メ他ノ細目

二支出セス都テ之ヲ小学区ノ数二分割１小学区若干金ト

定メ専ラ該区教員ノ給料ニ充ツ蚊ヲ以テ人民各学校ノ教

員アルハ偏二官金ノ扶助二出ツ其扶助二出ル所ノ教員ヲ

以テ各自子女学業進歩二至ルノ理由ヲ感奮セシム｣(山形

県学事年報)２１）などという「朝旨ノ厚キヲ感歎」せしめ

るといった報告も目立って現われている。

ところで，文部省第２，第３年報から委托金の使用饗

目を整理して承ると，教員伝習所師範学校費等教員養成

費，学区取締費等学務関係者費，需籍器械費，各区へ配

付金，貧民子弟への補助費，積立金などが表われてくる

が，なかでも教員養成拠学務関係者費は委托金使用上

で最優先権をもつものであり，この両費目以外はその残

層謹室一三戸一
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ノ分

408円82銭５原是ハ当２月迄官員一統ヨリ献金加

斯

５９９円49銭６厘是者|､県学校諸雑品並二仏具等払

金学資二相備候分

(支出）

３７６円92銭７原是ハ明治８年１月ヨリ６月迄官立

学校(4校）経費並二仁恵学校（2校）

設立費並二訓導給料及伝習場雑費如

斯

(差引残金）

8,350円45銭１雨

(処分方法）

7,000円預ケ金

1,350円45銭１厘配当金

右7,000円預ケ金ヨリ取上ノ利子左ノ通り

７０円是ハ預ケ金月１分ノ利ヲ取立ル見込ヲ

以テ１ケ月分

（内）３６円是,､既設学校４ケ所及今後可取立学校

２ケ所都合６ケ所共経費悉皆官費ノ見込

但１ケ月１小学校経費定額６円宛

２５円是者訓導月給ヲ始メ伝習所用ノ筆墨紙

書籍等ノ経費定額１ケ月20円ノ定

差引残金９円此残金追テ仁恵学校設立ノ期二臨ミ使用

スヘキ見込

（岩手県教育史資料第３集ｐ､５２により作成）

しかし同県はさらに同年１０月「尚勘考致候処寒阪之部落

二至り候ては未ダ小学設立之運難相成場所多分二有之右

様之学区江は尋常之説諭耳二ては中盈設立難行届候二付

学資幾分補助候様致度，価ては本年７月ヨリ後半ケ年分

御下渡可相成御委托金3,400円８２銭４厘之内二て金４００

円余ハ当時現在之小学校二分配いたし残金3,000円ハ前

件７，０００円貸付候手続二倣身分鮭成ものへ抵当相引換貸

渡都合１万円之金額二取結，右ヨリ取上之利子金ヲ以前

顕民力之不及場所江漸次貧民学校増設致シ其経費及教員

給料等二充小学普及之運相成候様仕度此段相伺置候｣(同

上書ｐ､p､48-49）と伺出た。ここでこの二つの伺を比

べて承ると，両者の間に顕著な違いの見えるのは，仁恵

学校つまり貧民学校設置への態度である。すなわち，３

月の伺には7,000円から生じる利子で先ず「官立学校経

費訓導給料ニ充テ」なお余分があれば「今二，三ケ所官

立ノ小学」を設置したいというのであった。この２，３ケ

所の官立小学というのは，上述の資金配分の明細によれ

ば「外二仁恵学校２ケ所設立卜見込」まれていたもので

社会学研究科紀要7４

スヘシ

第１項学区貧ニシテ１４､学校ヲ保護スルニ足ラサ

ルトキ其資本幾分ヲ扶助セシ金

第２項臨時災害不幸二擢リシ学区へ一時扶助セシ

金

第３項小学生徒中抜群優等ノ者ヲ賞与セシ物品料

節４項学区取締月俸1/3扶助金

鮒２条各小学校へ配賦期限,､年２回トス前半年分ハ

其年７月中後半年分'､翌年１月中二取綴メ配賦

ス ヘ シ

但金額下ケ渡シ日限ハ其時相達スヘシ

第３条此金配賦ノ方法ハ金額ヲ配賦期限前年ノ現在

学令総数二除シテ配賦スヘシ

第４条配賦金ハ毎１分区ヲ取纏メ其学区取締へ下渡

シ学区取締ハ各其分区内ノ各小学区学令人口二

乗シ各校へ配賦スヘシ

しかし，岩手県における委托金使用法は，以上のよう

な趨勢とは異っていた。前にも述べた通り同県では配付

された委托金を「是迄県庁へ備置キー般ノ学事二関スル

費用ニシテー時民力ノ及バザル事情二非ラザレバ決シテ

使用セザル｣27）こととしていたのであったが，８年３月

の文部省への伺によれば，その委托金及び「献金寄附金

等合計ノ内ヨリ追念遣払ノ金高及当６月迄ノ費用凡見込

ヲ以引去り残金8,350円45銭１厘之内7,000円別途二引

抜キ身元鑑ナル者へ抵当品引換預置キ之ヲ基本トナシ」

この基本金の利子（註，月１分）で既設の小学経費と訓

導給料を賄いさらに余裕があれば二三ケ所の小学を設

立する計画を述べ「将来とても其手続ヲ逐上毎年６ケ月

毎二御委托金分配処分仕候ハバ数年ヲ出デズシテ小学普

及御趣意柄徹底可仕」と目論んでいた。この伺に対し文

部省は「伺之趣聞届候……」という指令を出しているの

であるが，同伺文のプランの詳細は次のようであった。

(収入）

8,727円37銭８厘

(内訳）

４１７１円８銭６厘是ハ明治６年１月ヨリ同７年１２月

迄満２ケ年文部省ヨリ御渡相成候御

委托金5,379円41銭４厘ノ内ヨリ官

立学校経費並学区取締及訓導等ノ給

料1,208円32銭８厘３毛差引残り

金ヲ明治８年１月へ持越ノ分如斯

3,400円82銭４厘是ハ明治８年１月日ヨリ同６月迄

御渡可相成御委托金総計如此

１４７円14銭７厘是へ東京府華族前田慶寧ヨリ献金
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小学扶助委托金に関する研究（２）７５

ある。ところが１０月の伺には「尚勘考致候処」あって，可欠モノニ候問取締′､勿論其父兄ダル者モ厚ク相心

８年後期分の委托金のほとんど全額をも貸付金の中に繰得，不就学ノ男女無之様猫比上注意可致候。且各学校

込承，総額１万円として「民力不及場所江漸次貧民学校ノ中ニモ学資常備ノ設モ無之連月多少ノ費額ヲ生ジ之

増設致シ……小学普及之運相成候様仕度」いと述べて',、レガ為メ課出ノ時々人民各自ノ苦情ヲ鴨シ候様ニテハ

る。３月の何には，小学普及の目論承について，なにか将来保護ノ道モ難見据候二付今ヨリ永続保全ノ方法等

楽観的な気分が流れているとすれば，１０月のそれには前該区人民協議ヲ尽シ半途ニシテ廃校ノ憂無之様見込ノ

者には見られな'‘,真剣さ，緊張感め1,,たものが匂ってい趣意取調伍長以上連印ニテ来ル１０月１０日迄二可届出

るようである。候。尤不時二官員巡回訊問及ピ候儀モ可有之二付予テ

この変化の経緯を推察して象ると，同県では，３月の不都合無之様注意可致候，価テ此旨諭達候事

伺が翌月に文部省から承認を受けると，各区町村に対し明治８年９月14日

て３月の文部省への伺に副った指令を出し，その中で県令島惟精代理

｢学校設立無之村町ハ協議ヲ遂ケ案急開校相運候様注意岩手県７等出仕広瀬範治

可致」ことを指示し「大凡残金1,351円（註，３月伺に（岩手県教育資料第３集ｐ,p､73-74）

計上されていた預り金７，０００円を差引いた残金を指す）この諭達によれば，現状のような民衆の態度では，学校

来６月中各小区中小学ノ数二準ジ分与候条学区取締ヲ経の新設はおろか既設の学校の維持すら「将来保護ノ道モ

テ受取方可申出候。尤小学設立無之向ハ其可下渡金額難見据」と心配されるから，今後１ケ月以内に，学校資

６ケ月之間県庁江留置キ開校次第可下渡，若シ此期限金確保について「該区人民協議ヲ尽シ｣，「伍長以上連

ヲ過ギ開校不願出候ハバ其金額ハ現在之小学二平分可印」という連帯責任を以てその方法を届出るよう，しか

致｣28〕と発表した。つまり小学未設置町村は６ケ月以内も「不時二宮員巡回訊問」があるかも知れないがその際

に設置せよと期限をつけられたわけである。そして既設にも不都合がないように，という，４月の指令にくらべ

小学24校と県下全224小区に対し１校５円44銭余の割でてきわめて強硬な姿勢が示されてしるのである。県側の

配付する手筈を整えたのであったが，９月に初めにはそ態度のこのような硬化は上述の期間の学事普及が予想外

の後開設された７校を加えた131校に対し「書面全員残に不首尾であったことを裏書きするものであった。しか

余相成候ニ付」として１校４円89銭余を配付した。３月し，こうした強硬策にも拘らずなお「学校設立之儀ニ付

から９月までの半年間に結局７校の増設を見たのであっ同所（註，第１６大区１番扱所）へ出張致シ老若80名余ヲ

た。そこで同月14日，県は次のような「諭達」を発し集メ段々説諭ヲ加へ候処，鉄石へ錐ヲ突ク如クー向知

た。 覚無 之頑固トハ更ナリ木偶 人 同 様 二 而 殆 ド 当 惑 致 ス …

小学校之義ニ付管内御諭達…｣29）という地区など，県ノ指令に好懲的でない地区が

管内ノ小学追々贈加ノ運二立至リ候儀へI|'迄モ無まだまだ多く残っていることを認めざるを得ず，尋常小

之，今其日進ノ概略ヲ挙ルー明治６年中綿二小学３校学の設置による小学普及は望むべくもないという事実が

（仮開校ヲ除クノ数ナリ）生徒1,962人（男1.492人．次第に明らかになった。以上が10月の伺の背景であろう

女470人）不就学童46,641人（男23,977人．女22,664と考えられる。そして文部省が，同省の方針とは相容れ

人）有之候処，同７年二至り小学115校，生徒9,491人ないこの伺に対して「伺之趣聞届候事」と指令したの

（男7,852人．女1,639人)不就学童38,503人(男17,898は，岩手県の民情なり経済状態が以上のように「学制」

人・女20,605人)二相成,則６．７両年ヲ以テ之レヲ比の民費による学事普及という方針には到底副い得ないこ

較スルニ全７年中小学112校，生徒7,529人（男6,360とを察したためであろう。８年６月に提出した明治７年

人．女1,169人）ヲ増シ又不就学童8,138人（男6,079分「学区分合有無共外要略」の中で岩手ﾘiI‘令島惟精は

人・女2,059人）ヲ減ズ，実二両年ノ際如斯進歩イタ「当管内ノ民俗頑愚ヲ極メ嘗テ小学ノ順序等相備不申…」

シ候へ全ク学区取締以下御趣意奉体勉強致シ候ヨリ此と報告している。

盛運二至り実二以テ奇特ノ事二候，然ル処僻地窮阪二試承に，同年の学事統計から岩手県とほぼ同じ人口数

至り候テハ猶頑愚自安シ小学ノ教ハ無用ノ物二看倣シをもつ島根・小倉の両県と岩手県を比較して承ると表Ⅲ

殊二農商二在リテハ破産顛惰ノ基杯ト相唱進歩ノ機ヲの通りであるが，就学者数，小学数において，ことに日

妨害致シ候者モ有之哉二相聞不痔ノ事二候。抑小学設々出席者数，歳出額において岩手県が著しく低いのは同

立ノ御趣意ハ毎々公布モ有之通，荷クモ人民ダル者不県が学事緋及の上で両県以上の厳しい条件下にあったこ
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とを示している。

前述の通り10月の伺が承認されると，同県では直ちに

貧民学校の設置に取りかかったようであるが，翌９年早

灸から貧民学校設置区域には学資貸付金の利子金より，

一時金として３０円前後，月々の配付額として大体２－３

円の配付を開始したのであるが，貧民学校は月毎にその

数を増し９月には30数校，１２月には40校以上が設置され

ている。一方，尋常小学についても扶助金の配付は続け

られ，２月には147校が１枚宛４円36銭余の割合で受取

ったことが記録されている。ようやくにして小学普及が

軌道に乗り始めたと言って良いようであるが、その内容

についてはどうであったであろうか。同年５月，県の

中央部から南部にかけ学事巡視をした係官は次のように

報告してし､る30)。

一，右第６大区，７大区，１２大区各校巡視候処何分学事

進歩二不相運，各村共不就学之モノ多分ニテ勿論女子
●●●●●●●●■､●●●●●●●●■●●●●

二到テ'､父兄ダル者二於テ就学為致候モノト不心得二

付，惣テ小学年令之者ハ男女共一般就学相成勉テ不就

学之者無之様注意為致……

一，学舎之儀者寺院又ハ民家借受ケ設立相成候得共，村
●●●●■●●●●●●●●●■●0●｡●

方二於テ惣テ学校'､従前ノ家私塾同様二心得候方多分

ニテ，元下僕之部屋民家者倭屋ニシテ大気不便之処江

教場相設ケ置候間，速二寺等之儀者坐敷又者学舎之都

合二寄り仏像ヲ庫裡或ハ坐敬等江為相移民家等ハ新築

或'､営繕ヲ加へ甚しき処ハ高燥ノ地江移転為致，何分

生徒をして健康之害無き様清潔にして大気之融通宜し
●●●●●●■●●●●●

き処江教場為移，学校之体裁二立到候様説諭仕候

一，各校巡視候処生徒之内貧窮之者書籍等相調兼候，右

当分借受ケ習業いたし候者間を有之候間右等者富者於

て20部又は30部相調置，右二て貧者江売払月々１銭或

ハ１銭５厘ヅツ消却為致，何も書籍調方二不都合無之

様方法相設候稜り°（傍点引用者）

－－

７６ 社会学研究科紀要第３号１９６４

表Ⅲ明治８年学事統計による

岩手．島根．小倉３県比較表（文部省第３年報より作成）

０

（）内は実数

Ａは就学者数/学令人員

Ｂは日を出席者数/就学者数

Ｃは歳出総額/歳入総額

ト

j鳶へ雪’ 人｡’学令人員｜就学者数｜Ａｌ野蛎｜Ｂ|小学数|歳入総額|歳出総額lＣ

Ｆ－マ－

１
１

壁ｌＬＩｆ

Ｉ

ト

趣
一
躍
一
躍

100(147） 100(11,409円） 蝿
一
唾
一
理

100（7,829） ]Ｏ(２５．６５０Ｆ()０（５０．６５８)llOC
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もちろんこの報告は県内のある地域のものであるが，学

事普及の一端を窺うことができるようである。

111．小学補助金と改称後の使途について

ところで，文部省第４年報に記載されている神奈川県

学事報告の一節に

「管下ノ如キモ本年ヨリ委托金ハ朝旨二基キー般就学

人口二応ジテ配布シ益朝旨ノ優渥ナルヲ知ラシメ随テ

従来委托金ヨリ繰替遣払ヒシ師範学校以下ノ挫用更ニ

ー般へ賦課スルノ目的ヲ以テ巳二民議二付セントスル

ノ際委托金莫大ノ減省二及上其議一旦中止セシモ尚師

範校費トシテ若干金円ヲ下付七ラルルニヨリテ務テ奨

励鼓舞其効ヲ奏セン-1ヲ期ス」

という個所が見えるのであるが，われわれはこの中に明

治９年から10年にかけての委托金政策の転換と，それが

地方にどう影響したかを如実に見ることができる。すな

わち，神奈川県は，明治９年度から委托金配付の際の算

定韮準を学令児童分頭にするという文部省布達に従っ

て，「一般就学人口二応シテ配布」し，従前委托金を｢繰

替遣払上」していた「師範学校以下ノ費用」を一般への

賦課に求める可く「巳二民議二付セン」とする矢先，委

托金の大巾な減額に遮ってその計画を一旦は中止したと

いうのである。この報告に述べられている事情は次のよ

うであった。つまり,文部省は，９年の「学令児童分頭配

付」の布達に続いて，１０年２月には従来の小学扶助委托

金を小学補助金と改称したのであるが，これは，「学制」

発足以来小学広普のための使用を目的に掲げながらも実

際には府県の自由に任されていた委托金の使途をここで

明確に限定するための措置であった。そして公立師範学

校には別に公立師範学校補助金として年額５万円（註，

1県平均1,315円）の配付を発表したのであった。とこ

ろが翌３月，明治10年度小学補助金が42万5,000円であ

(註）１．
２．

３．

４．

164 114

443127184提１１０４



(441,295円）

小学扶助委托金に関する研究（２）７７

ること，つまり前年度の配付金70万円から承れば大巾な費の財源を他に求めることもできたのであるが，教員養

減額が発表されたのである。上記の神奈川県報告からは成費は他で代用することは結局許されなかった。そこで

補助金減額の後に師範学校補助金の配付が指令されたよ例えば，委托金が小学補助金と改称された明治10年の青

うに読承とれるが，文部省の達しに従えばその逆であ森県学事報告によれば小学補助金が「10年ハ伝習所ヲ開

る。なお，師範学校補助金配付の措澄について文部省は設シ……同年ニ限り小学校二配当セスシテ伝習所入学生

｢今回当省所轄師範学校減数相成候ニ付テハ教員養成ノ員二割合中学区二配当｣82)されているもようであるし,岩
事業ハ漸次各地方公立師範学校二寄任スベキヲ以テ｣８１） 手県でも同年１月「追食師範学校及附属校予科学場等御

としているが，現実には，明治８年から９年にかけて急設立相成候二付而ハ其一歳之経費又少ナカラザル為｣33）

増した府県の小学師範学校は全国ですでに90校以上を数小学補助金を小学校へ配付することを中止する(註,貧民

えており，委托金がその主要財源として充てられてl‘,た学校へは従前の通り配付）と指令している‘さらに文部

のであった。従って，この補助金配付の措置は小学補助省第５年報によれば，明治１０年の府県における委托金の

金を確保するためでもあったと考えられる。神奈川県報主な使途は次のようである(註,表、)が，補助金支出額

告が「委托金莫大ノ減省二及上其議一旦中止セシモ尚師の25％以上が教員養成関係費に投ぜられていること，ま

範校費トシテ若干金円ヲ下付セラルルニヨリテ……」とた文部省が翌１１年11月に「文部省配付小学補助金ノ儀小

述べて１，､るのはilllj範学校補助金の配付によって，小学補学校二配付若クハ小学校州繍器械費，小学校営繕費，学

助金を本来の目的に従って使用しようとしてl',ることを区取締給料等二仕払ノ外別二支消ヲ要スル節'､金員並二

示 している。其 事 由 ヲ 具 シ 文 部 省 へ 可伺出｣ことを指令しているのは，

しかし文部省のこの意図にも拘らず，地方では，容易いずれも依然として教員養成費への流用が続いていたこ

にそれに従えないというのが実態であった。委托金のもとを物語っている。神奈川県ではこの指令に応じて「目

う一つの主要費目である学区取締給料等にっ！‘,ては明治下巳ムヲ得サル情勢アルー1ヲ開申シ」小学補助金を「猶

９年頃より戸長等村役人の兼任という地区がふえその経旧ノ加クi(|Ii範学校二支消セン-1」を伺出ている狐）ので

r凸

表 、明 治１ ０． １１ 年分委托金決算比較表

１１年（文部省第５・第６年報より作成）
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１０年

％

５費 ６

頓壱風

書籍・器械購入

(註）普籍・器械購入費は公立小学・公立師範共

1２給
費

項 項％ ％

鰐繍営繕費鑑総営繕
生徒試験・褒賞品費

料

収入額(繍舗調 収入額(臓瀦傘）’１００（924300匡100（1,031,700円）

１１ 学区取締給料 ８学区取締給

府県支弁教員給
及雑費

支 支出 額 5３ 頃’４８

費 ５

100

公立小学校書籍器械
公立師範購入費

残 残額 4７

2５ 公立師範学校配付公立llllIj範学校配付 2(）
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府県支弁教員
及雑

公立小学校配付4１

費 １ ３

1１

費 費 ％目 目

公立小学校配付

生徒試験・褒賞品

4７

額 総支出額100（542,548円）
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あるが，先に紹介した同県の10年の計画はその後も実施

に至らなかったのであろうか１１年の委托金支出全国集

計額では前年に続いて公立師範学校への支出が20％を占

めている。

さて，矯手県では先に述べたように明治10年分の補助

金を師範学校費に集中的に支出したのであるが，教師の

量質共の確保が小学普及促進の上で如何に重要であるか

は次の巡視報告によく示されている。~巡視係官は「教師

其人ヲ得ズ故二生徒進歩ノ効アルヲ見ズ，生徒進歩ノ効

ヲ見ズ故二教育/､到底民|川二益ナキモノト誤認ス，教育

／､到底縦ナシトスル故二学資金ヲ出スヲ厭フノ情ハ依然

トシテ学事創業ノ当時二異ナラザルモノアラントスル

亦勢ヒノ然ラザルヲ得ザル処ニシテ其原因ハ良教師ノ乏

シキニ韮ヒス卜云ハザルヲ得ズ｣35〉と述べている。一

方，学資賛付金の利子による貧民学校の増設はその後も

続き，１０年はじめに46校であったのが12月には56校以上

になり，各校に対し月々２－６円の扶助金が支給されて

いる。しかし貧民学校の中には「貧民学校之名称相廃

度」という理由で，あるいは理由は上げな（‘,けれども

「校費不足之分人口或ハ戸数二課出｣36〉することにして

貧民学校扶助金返上を申出る地区が出ているのは，「貧

民学校」という名称に対する民衆の反応の一つの姿の表

われと考えられよう。１１年３月，島県令は「今般県会二

於テ決議之次第モ有之二付」として以後の小学補助金

を，優等生徒への賞品買入代，新聞購入代，学区総監旅

費を除いて，学令児童分頭数によって各小学校へ配付す

ること，但し貧民学校扶助のための学資貸付金は従前通

り置くことを指令した。従って従前の師範学校費への支

出は禁止されることとなったのであるが，同県会は代り

に師範学校維持費として年額6,000円を県費負担とする

ことにした。この形態は神奈川の10年の計画と同じもの

である。その結果，明治11年分小学補助金として配付を

受けた7.201円93銭９厘のうち，優等生徒への賞与品予

算として200円，各小学校への配付新聞購入費予算とし

て４００円，学区総監巡回旅費として１００円を除いた残金

6,000余円は学令児童数１人当３銭４厘余を以て配付さ

れ，学資貸付金へ廻すことはなくなった。なお，同年３

月現在の学資貸付金総額は15,000円（註，内小学補助金

より貸付分は14,3000円）に達し，その額から月１分２

厘５毛の利子を取立て貧比学校への扶助を続けていたの

である。

明治11年７月に公布された府県会規則及び地方税規則

は府県立学校費と小学校補助金を地方税支弁fltI1の中に

.掲げた。これは，中学校・師範学校等いわゆる中等教育

一一
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施設が必要とされる事態が各地方で次第に生じて来たこ

と同時に府県制度の整備，税制の整備によってその経費

負担能力が府県に生じて来たことを背景としている。一

方，わが国の公教育体制の整備をどんなに中央当局が急

ごうとしても全ての面で統帖することは事実上きわめて

困難であり，限りある国庫，まして数年来不安定な礎の

国庫に頼っている状況では，そのうちの何かの部門を地

方側の負担とせざるを得ないという事が「学制」期数年

間の教育政策の結論であった。この中央・地方両者の目

途を一致させる具体的施政の一つが今回の措慨であった

と考えられる。そして，１１年中に全国38府県中すでに

17府県が教育費への地方税支出を実施しその総額は16万

近くに達し，翌12年には39府県37)中35府県が実施しその

総額は前年のほぼ３倍の47万余円という急増ぶりであ

った”

１２年９月公布の教育令は，その24条で上述の地方税規

則の規定を受けて公立学校費の出所を地方税・町村費と

定め，さらに第28-32条の条項で，従来の国庫による小

学補助金（註，以下文部省補助金と呼ぶ）を規定した。

それによると，その補助金は「公立小学校ヲ補助」する

ために府知事県令を通じて「各公立小学校二配付」され

ることと定められているのであるが，これは「学制」期

において文部省の意向・指導という形で示されて1,,た使

途をあらためて条文化したものであった。つまり，公立

小学校は原則上町村費・文部省補助金・地方税補助金に

学校によっては授業料と,三,四種の財源をもつことにな

ったのである。さらに教育令では，私立小学校に対して

も「府知事県令二於テ其町村人民ノ公益タルコトヲ認ム

ルトキハ」という条件付きながら，あるいは教員巡回の

町村でも「教授セシムルコト１箇年４箇月以上二至ル」

地区にもそれぞれ補助金の配付を認めているのは，何よ

りも先ず就学者の増加を当面の目標に置いたことの一つ

の現れであると言えよう。

しかし12年度（12年７月－１３年６月）の文部省補助金

はさらに36万円余に減額され，同年１２月にその使途は

｢自今小学校教員給料，小学校書籍器械費，小学校修繕

費ノ外支消不相戒」と－１脚厳しく制限された。福島県が

｢補助金配当ノ法タルヤリ]治11年前二在リテヘ学区取締

ノ給料及師範学校生徒養成費ノ幾分ヲ補助シ其他ハ尽ク

学令員数ニ拠り各区会所二交付ス……12年６月中東議允

可ヲ得テ共法ヲ改良シ小学生徒試験賞与費ヲ除ク外尽ク

各郡学令員数ニ拠り之ヲ配当ス」とその学事報告で述

べ，櫛岡県からは「教育令頒布後ハ前年４ヶ月間開学セ

サル校ヲ除キ学令分頭ヲ以テ配付ス｣湖）という報告が寄

社会学研究科紀要7８
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小 学 扶 助 委托金に関する研究（２）７９

せられているのは補助金が文部省の指針に従って使用さ

れている例を示すものであるが，同年の長野県からの報

告では配付金総額１万円余のうち依然として51％が師範

学校費として，３７％が公立小学配付金として，９％が学

区取締諸費，３％が小学生徒賞与費として支出されてい

る。

岩手県では，１１年３月の県議会の議決に基づいて学校

識の県費支出を始めたのであるが，一方では10年制定の

｢学資出納規則」及び「学資取扱条令」を廃し，１２年１

月に「公立小学校学資取扱概則｣89〕を定め，学校組合毎

に５人以下の学費委員を選出させて「学校費定額課賦徴

収法或ハ資本蓄積保存法等総テ学費二係ル事件ヲ代議」

させることとした。「兎角協議綴り兼教育上差支ノ状況

モ相見へ候……」という状況下で苦心'惨胆して来た県と

してはこの措置によって，学資金を協議費化し何等かの

菰極的改善を図ろうとしたものであろう。文部省補助金

は11年以後そのほとんど全額が各小学校へ配付されるこ

とになったわけであるが，１２年もまたそれに倣い配付

総額約7,000円のうち80％が11年12月現在の学令人員

91,170人に応じて各小学校に配付され，貧民学校扶助金

もまた継続され12年12月には60校に対し総額153円が配

付されている。しかし，これらの措置があったとしても

経済力の貧困な同地方では小学校資金の調達は相変らず

困難をきわめたようであった。そのため例えば教員給

料が数ケ月間も未支払し､の侭になっている地区も現わ

れ40〕,ために県は「其給料ヲ数ケ月モ延帯シテ給セズ,教

員二於テ不得止之ヲ訟庭二向ツテ請求スル如キ場合二至

ラバ到底学校組合ノ町村ハ其弁償ヲ免レザルハ必然ナル

ベク且一タピ此悪評ヲ世上二流サバ再ビ他ノ教員ヲ恥招

セント欲スルモ此レニ応ズルモノナキトキハ従来子弟ノ

就学モ中途ニシテ水泡二属スルノミナラズ将来教育二後

し世間ノ廟リヲ受ケ其父兄ノ'海ヲ避スハ勿論，闘村ノ吐

辱トモ可相成候条此旨篤ト相心得教員給料延帯ノ向ハ速

二支給シ今後ハ１ケ月タリトモ延帯不致様｣4'）という強

硬な指令を出さざるを得なかったし，あるいは小学規則

を「今実際ノ活用如何ヲ願ミズ綜テ普通画一ノ模範ヲ墨

守セシメントセパ良教則モ動モスレバ死法二帰スルニ至

ラン」との理由で改訂して正･変の両則とし，変則を「極

メテ簡捷浅易ヲ旨トシ単二五十音，商売往来，農業往来

等ヲ読マシメ算術ハ和算ノミヲ用上６才ヨリ１４才迄ノ内

凡１年半ヲ期シ日用自便二足ルー至ツテ卒業セシムル」

内容とせざるを得なかった42〕。しかも教員の数が「学校

ノ数卜比較（仮二１校１人ノ見積ニシテモ）差引教員ノ

不足スルモノ凡427人」で不足分は仮訓導（註，師範学

校未卒業者）を以て当てており，変則小学校数が同県小

学校数約580余校のほぼ20％に及ん'でいるという状態郷）

は，小学校の量的拡充にも拘らず，質の充実はまだまだ

伴なっていなかったことを示すものに外ならない。

明治13年３月，文部省は府県に対して教育施簸上の意

見を求めたようであるが，長崎県はその意見書の中で文

部省補助金に関して次のように述べている。

「願クハ之ヲ教育補助金ト改称シ以テ活用ノ便利ヲ地

方官二与ヘラレンコトヲ。抑本県ノ如キ文部省ヨリ受

領スル所ノ金額/､実二１万3-4千円二出入スルト雌

モ管内小学校ノ多キ之ヲ平均スレハ１校20余円ニシテ

下等教員ノ給料スラ尚３ケ月ヲ補助スルニ足ラサルノ

ミナラス従来ノ成例ダル之ヲ他二費用シテ小学二配布

スルノ実額ハ僅二其半二過キサルカ故随テ人民之二依

頼スルノ念慮誠二少ク且既二小学ハ人々其緊要ナルヲ

覚り維持保護ノ方法亦略成立シ加之二13年度ハ大二之

ヲ減少セラレタルカ故金額ヲ配布スルモ実二10数円二

上ラサレハ之ヲ存スルモ為メニ隆盛ヲ保ツノ著効ナク

之ヲ廃スルモ亦為メニ衰頚ヲ招クノ大患ナキカ加シ是

二由テ之ヲ観レハ他府県ト雌モ蓋同一ノ事情ニシテ補

助ヲ要スルノ最モ切ナルモノハ小学ノ外二在ランカ…

…単一ナル規則ヲ以テ補助金ヲ小学二死用センヨリ

寧実際ノ'情況二従ツテ之レカ活用ヲ計ルー若カス…

…｣44）

すなわち文部省補助金は，１小学校当り配付額が「下等

教員ノ給料スラ尚３ケ月ヲ補助スルニ足ラ」ない程の少

額となってしまった現状では，すでに「之ヲ存スルモ為

メニ隆盛ヲ保ツノ著効ナク之ヲ廃スルモ亦為メニ衰碩ヲ

招クノ大患ナキカ如」き程度のものでしかないというの

である。これを府県における小学校補助金額のうちの文

部省補助金と地方税補助金の比率という点から見てみる

と，例えば岐阜県では13年10月配分の場合，総額22,671

円余のうち文部省補助金は19％，地方税補助金は81％と

なっており，同年の茨城県では総額19,645円余のうち前

者が24％，後者が７６％となっており，長崎県の報告で

｢他府県ト雌モ蓋同一ノ事情ニシテ」と述べているのは

単なる推測でないことがうかがえるのであるが，岩手県

の場合は，１４年８月に配付された股後の文部省補助金と

同年度の地方税補助金の総計から算出してふると前者が

60％，後者が40％と，前２県とは逆の割合が見られる。

ところで，文部省が小学補助金の使途を小学校配付に

限定したことは，岩手県の学資貸付金にも影響を与え

た。同県教育史資料第８集にある「該金員ハ従前ノ民会

二附シー般人民ノ委托ニ依り兼テ伺済之通夫を貸付収利

Ｔ
Ｉ

１
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‐
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金ヲ以貧村ノ小学校補助金ニ充テ夫レガ為メ50余校ノ小

学校ヲ設立ノ運ビニ至候儀二付今日之ヲ解クハ猶県会二

諮問シ……｣45）という文部省への回答から推察すると，

文部省は12年12月の使途制限の方針に従って岩手県にも

学資貸付金の解除を指令したものと思われる。県側が

これに対して，この貸付金は「民会二附シ」て使用され

てし､たものであるからその解除には「猶県会二諮問」す

る必要があると態度を保留しているのは，われわれがわ

が国の公教育体制を史的に取扱う際に，この頃すでに地
口

方議会の意向が無視することのできない重承をもちはじ

めていることに気付かせるのであるが，仮に県会の意向

は別としても県側としては解除に伴なうさまざまな影響

を考慮しなければならなかったであろう。その後７月初

めに管内に対して「今般県会二於テ議決ノ次第モ有之二

付｣学資貸付金を解除配付することを指令,同時に貸付先

から元利金の回収をはじめ，ようやく１１月になって文部

省へ「該校補助金之儀ハ地方税之内ヨリ支出之事二県会

二於テ議決候二付是迄貯蓄ノ小学補助金配付仕度……」

と伺出，翌14年３月に各郡長宛に配付したのであった。

地方税からの支出に切換えられた貧民学校補助金は１年

後の15年６月を以て廃止され，その後各学校は「適宜維

持之方法相設」けて運営維持を図らねばならなし､ことと

なった。

わが国における最初の国民教育費国庫補助金である小

学補助金は，周知の通り明治13年度（13年６月-14年７

月）配付を以て「定額更二減ズルヲ以テ既二補助金ヲ出

スノ余裕アルコトナシ･…･･一方二於テハ督促ヲ厳ニシー

方二於テハ単二補助金ヲ廃ス……此一事二到テハ実二遺

憾ナキ能ハザルナリ｣46）との理由と釈明を最後に廃止さ

れたのであるが，田中不二麿が「学制」発足時から教育

令頒布までの間の文部省定額金をふりかえって述べた

｢此の如く国庫の都合に由り常に増減一ならざりしを以

て施政上幾多の阻害を招致し，為に事多くは志と連ひて
●●■●｡●●●申 ●●■●●｡●●●■●●●●●

経営上一張一弛を免れず，其弊や挙げて数ふくからざる

に至れり，固より勢の止む得ざるものありとは言へ亦頗

る遺憾の事なりき｣47)（傍点引用者）という一節は，誕生

期にあった当時のわが国国民教育の進渉の実態を，推進

側の当事者という立場から鮮かに言い得てきわめて興味

をひくものである。
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県教育史資料第２集ｐ､109）

５）明治５年６月，文部省伺・（学制発行ノ儀伺）

６）岩手県教育史資料第２集ｐ,１０４

７）同上ｐ､p､123-124

８）同上ｐ､１０６

９）秩田県史資料明治篇下ｐ､５９６

１０）同上ｐｐ､598-599

１１）同上

１２）岩手県教育史資料第３集ｐ,p,４１－４２

１３）山梨県史第４巻ｐ､p､217-218

１４）明治財政史第４巻ｐ､p､１－２

１５）大隈文書Ａ１４８５（尾形裕康・学制実施の経緯と
その崩壊ｐ､p・ll6-ll7）

１６）明治７年１月15日付文部省第３号達府県委托金額
月割により算出

１７）岩手県教育史資料第３集ｐ､４２

１８）いずれも文部省第２年報所載

１９）明治財政史第４巻

２０）文部省第３年報所載

２１）文部省第４年報所載

２２）明治７年10月９日付文部省第13号達

２３）岩手県教育史資料第２集ｐ,p､153-154

２４）開国五十年史上巻ｐ､７１８

２５）学制第100章

２６）栃木県教育史第５巻ｐ,２３３

２７）岩手県教育史資料第３集ｐ､５１

２８）同上
２９）同上ｐ､７４
３０）同上第４集ｐ、１２４
３１）明治10年２月191二l付文部省第４号達
３２）文部省第５年報所載
３３）岩手県教育史資料第５集ｐ､３４
３４）文部省第６３年報所載
３５）岩手県教育史資料第６集ｐ､143，第２２．２３両大

区巡回日誌

３６）同上第５集ｐ､３７，第10大区金沢村
学校，大沢学校，第19大区墓目学校等よりの願

３７）東京，京都，大阪，ネlll奈川，兵庫，長崎，新潟，
埼玉，群馬，千葉，茨城，栃木，堺，三重，愛
知，静岡，山梨，滋賀，岐阜，長野，宮城，福
島，巌手，青森，山形，秋田，石川，島根，岡
山，広島，山口，和歌山，愛媛，高知，福岡，大
分，熊本，鹿児島の38県に沖縄県が加わった。

38）福島県報告，静岡県報告とも文部省第７年報所載
３９）岩手県教育史資料第７集ｐ、１０４

４０）例えば，岩手県は明治11年６月１８日付管内達で
「管内小学校ノ内教員二可相渡月給ヲ数月等閑二
附シ夫等ノ為メ教員辞職，徒ラニ休校シ生徒ノ学
業ヲ却歩セシムル向間を有之ニヨリカクノ如キ不
都合無之様」と布令している。

４１）岩手県教育史資料第７集ｐ、１３１
４ ２ ） 同 上 ｐ ､ １ ２ １
４３）同上ｐ,１６５
４４）長崎県教育史上ｐ,p､806-808
４５）岩手県教育史資料第８集ｐ、１８
４６）改正教育令制定理由（明治文化全集・教育篇ｐ、

408）

４７）教育填談（開国五十年史上巻ｐ､716）

社会学研究科紀要
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註

明治５年10月13日付文部省第33号達

明治５年10月15日付文部省第35号達

明治５年12月３日を以て６年１月１日と定む

明治６年３月23日付小学校設立之儀二付伺（岩手
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